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本報告書の調査は、本件航空事故に関し、運輸安全委員会設置法及び国際民間航空

条約第１３附属書に従い、運輸安全委員会により、航空事故及び事故に伴い発生した

被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われ

たものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。 
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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

① 断定できる場合 

・・・「認められる」 

 

② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

・・・「推定される」 

 

③ 可能性が高い場合 

・・・「考えられる」 

 

④ 可能性がある場合 

・・・「可能性が考えられる」 

・・・「可能性があると考えられる」 
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航空事故調査報告書 

 

所  属  個人 

型  式  ＫＩＴＦＯＸ式ＭＯＤＥＬ Ⅳ－１０５０型（自作航空機、複座） 

識別記号  ＪＲ１７４９ 

事故種類  墜落 

発生日時  平成３０年１１月３日 １３時４７分ごろ 

発生場所  茨城県行方
なめがた

市 

 

令和元年１０月１１日 

運輸安全委員会（航空部会）議決 

委 員 長  武 田 展 雄（部会長） 

委   員  宮 下   徹 

委   員  柿 嶋 美 子 

委   員  丸 井 祐 一 

委   員  宮 沢 与 和 

委   員  中 西 美 和 

 

１ 調査の経過 

1.1 事故の概要 個人所属ＫＩＴＦＯＸ式ＭＯＤＥＬ Ⅳ－１０５０型ＪＲ１７４９は、平成 

３０年１１月３日（土）、茨城県行方市の北浦場外離着陸場への進入中、樹木に接

触して墜落した。 

操縦者１名及び同乗者１名が軽傷を負った。 

1.2  調査の概要 運輸安全委員会は、平成３０年１１月３日、事故発生の通報を受け、本事故の

調査を担当する主管調査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取を行った。 

 

２ 事実情報 

2.1 飛行の経過 操縦者及び目撃者の口述並びに操縦者が同機に持ち込んだＧＰＳの記録によれ

ば、飛行の経過は、概略次のとおりであった。 

個人所属ＫＩＴＦＯＸ式ＭＯＤＥＬ Ⅳ－１０５０型ＪＲ１７４９は、平

成３０年１１月３日１３時３０分ごろ、レジャー飛行のため、操縦者が左席

に、同乗者が右席に着座し、茨城県水戸市大洗場外離着陸場（以下「大洗場

外」という。）を離陸した。操縦者の口述では、飛行中、機体の状態に問題

はなく、天気も良かったため、大洗場外の許可に関わる半径３km以内の場周

空域を大きく超えて飛行した。 

ＧＰＳデータによれば、飛行経路は図１のとおり、同機は、百里飛行場の

管制圏内の東端付近を通過し、１３時４５分ごろ、大洗場外の南約２１kmに

ある標高３４ｍの北浦場外離着陸場（以下「北浦場外」という。）の付近に到

達した。（図２及び図３参照） 

操縦者の口述及びＧＰＳデータによれば、同機は、北浦場外に向かって右

旋回し（同 b ～ d）、機首を北向きに変針した後（同 e）、対地速度約９０km/h

で着陸しようとしたが、接地点が離着陸帯の中央を越えて終端までに停止で

きないおそれがあったことから復行し（同 g）、２回目の進入を行うため、引

き続き上昇しながら右に旋回した（同 g ～ h）。 
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操縦者は、接地点が延びないように対地速度を約７７km/hまで下げ、１回

目より手前の地点（同 i）から、エンジン出力を増加せずに約４５°のバンク

角で右に旋回しながら進入したところ（同 k）、高度が下がり、樹木に右の主

翼が接触して墜落した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墜落直後、操縦者は、なぜ墜落したのか分からなかったが、頂部が折れた

樹木を見て、降下中に樹木に接触したことに気付いた。 

北浦場外のクラブハウスから同機の２回目の進入を見ていた目撃者

（北浦場外にある飛行クラブの会長で、２２年の飛行経歴がある。）  

は、同機は、対地高度約３０ｍの低い高度から、低速での旋回中にバンクが

深くなって墜落し、燃料が霧状に飛散したと述べている。 

また、墜落直前の同機の状況について、同乗者は、自分で操縦していない

ので失速や横滑りしたかどうかは分からず、目の前に雑木林が迫ってきたこ

とだけしか覚えていないと述べている。 

 

本事故の発生場所は、茨城県行方市の北浦場外の南約２００ｍの雑木林（北

緯３６度０６分３６秒、東経１４０度２９分１０秒）で、発生日時は平成３０

年１１月３日１３時４７分ごろであった。 

図１ ＧＰＳに基づく飛行経路 
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2.2 死傷者 操縦者及び同乗者が軽傷を負った。 

* ＧＰＳデータには誤差が含まれてい

13:45                                13:46 
19    31      39  43        52  57   04           23     36  41  

図３ ＧＰＳに基づく飛行記録 

(地 点) 

(時:分) 

(秒) 

図２ 推定飛行経路図 
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図４ 事故機（墜落して上下反転した状態） 

2.3 損壊 

 

航空機の損壊の程度：大破 

 

2.4 乗組員等 (1) 操縦者 男性 ６９歳 

総飛行時間                       約８００時間 

同型式機による飛行時間                約４００時間 

最近３０日間の飛行時間                  約５時間 

（飛行時間は操縦者の口述による。） 

(2) 操縦者の経歴に関するその他の情報 

超軽量動力機（体重移動型）訓練開始         平成１５年 

超軽量動力機（体重移動型）技量取得         平成１６年１月 

飛行クラブ設立（代表者として就任）         平成１６年 

安全管理者及び操縦指導員の資格取得         平成１７年３月 

超軽量動力機（舵面操縦型）技量取得         平成２１年２月 

同機による飛行許可を取得（初回）          平成２３年４月 

2.5 航空機等 (1) 同機の諸元データ 

事故調査により判明した同機の諸元データは次のとおりであった。 

同機は、自重及び燃料タンクの容量が超軽量動力機（複座）の要件（自重：

２２５kg以下、燃料タンクの容量：３０ℓ以下）に適合しておらず、自作航空

機に該当するものであった。 

航空機の種類  ：自作航空機 

航空機型式：  ：ＫＩＴＦＯＸ式ＭＯＤＥＬ Ⅳ－１０５０型 

製造番号    ：１５１５、製造年月：平成３年１１月、座席数：２ 

総飛行時間   ：不明 

自重      ：２９２.６kg 

総重量     ：４７６.３kg 

燃料タンクの容量：７０ℓ 

巡航速度    ：約１４５～１７１km/h 

失速速度    ：約６４km/h 

最大水平速度  ：２０１km/h 
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エンジン型式  ：ＲＯＴＡＸ ９１２ 

(2) 登録及び申請されていた航空機データ 

東京航空局に登録及び申請されていた航空機データは、次のとおりであり、

(1)同機の諸元データと一致していない。同機は、登録及び申請されていた超

軽量動力機とは異なる型式の航空機であった。 

航空機の種類   ：超軽量動力機（舵面操縦型） 

航空機型式    ：ＫＩＴＦＯＸ式ＭＯＤＥＬ－Ⅳ－５３２型 

製造番号     ：ＫＦ０２０５、製造年月：情報なし、座席数：２ 

総飛行時間    ：情報なし 

自重       ：２１２.５kg 

総重量      ：３９４.１kg 

燃料タンクの容量 ：３０ℓ 

巡航速度     ：情報なし 

失速速度     ：４７km/h 

最大水平速度   ：１４８km/h 

エンジン型式   ：ＲＯＴＡＸ ５３２ 

(3) 事故当時の同機の重量は、約４３０.６～４３２.６kgと推定される。なお、

同機を実測した記録がないため、重心位置については、特定できなかった。 

(4) 操縦者（所有者）は、平成２３年に同機を譲受したとき、燃料タンクの容量

及びエンジンの型式が、前所有者から入手した仕様書の記載と相違しているこ

とに気付いたが訂正しないまま、東京航空局に所有者変更届けを提出し、航空

法の許可を取得して飛行していた。なお、同機の失速速度が６４km/h 程度で

あることを試験飛行により確

認していたため、安全マージン

を加えて８０km/h 以下では飛

行しないようにしていた。 

(5) 操縦者（所有者）は、同機の    

操縦及び整備に関するマニュ

アル並びに経歴簿（飛行実績等

が記載されたもの）を入手して

いなかった。 

2.6 気象 (1) 北浦場外の吹流しの状態を見ていた目撃者の口述によれば、同場外における

事故当時の風向風速は、北寄りの風、約３m/s であった。 

(2) 事故現場の北西約１０km に位置する百里飛行場の事故関連時間帯の航空気

象観測値は次のとおりであった。 

13 時 00 分 風向 １６０°、風速 ４kt、卓越視程 １０km以上、 

雲 雲量 １／８～２／８ 雲底の高さ ３,０００ft、 

雲量 ３／８～４／８ 雲底の高さ ４,０００ft、 

外気温度 １８℃、露点温度 ９℃、 

高度計規正値（ＱＮＨ） ３０.２３inHg 

2.7 航空法の許可

等 

(1) 航空法第１１条第１項ただし書の許可               なし 

（同機とは異なる型式の超軽量動力機として許可を取得していた。また、ＧＰ

Ｓ記録によると許可条件である大洗場外離着陸場から半径３km以内の場周

空域を越える飛行を行っていた。） 

図５ 同機 
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図６ 進入・着陸経路 

0 200 m 

Ｎ 

(2) 航空法第２８条第３項の許可                   なし 

（同機とは異なる型式の超軽量動力機として許可を取得していた。また、ＧＰ

Ｓ記録によると許可条件である大洗場外離着陸場から半径３km以内の場周

空域を越える飛行を行っていた。） 

(3) 航空法第７９条ただし書の許可                  なし 

（離陸した大洗場外について、同機とは異なる型式の超軽量動力機として許可

を取得していた。また、着陸を試みた北浦場外の許可は、取得していなかっ

た。） 

2.8 事故現場 同機は、標高約３４ｍの北浦場外の南約２４０ｍ、地上高約２０ｍ（標高約 

５２ｍ）の樹木が茂る雑木林に墜落した。樹木の枝には、右主翼上面外皮の一部

が剝がれた状態で残されており、同機の周辺には、折れた枝が散乱していた。同

機が接触した樹木は、頂部付近の葉っぱが落ちていたため、飛行中、樹木の頂部

が視認しづらい状況であった。同機の燃料タンクは破損し、燃料は残っていな 

かった。 

2.9 その他必要な

事項 

(1) 北浦場外における進入・着陸の履歴 

同機のＧＰＳには、事故当日及び事故以前に北浦場外で進入・着陸した履歴

が、図６で示したとおり記録されていた。 

また、操縦者によれば、場周パターンを決めて進入する習慣はなかった。 

(2) 事故後、国土交通省航空局により講じられた措置 

本事故に係る飛行において、同機の墜落地点が法第１１条ただし書及び法第

２８条第３項の許可の条件である飛行範囲を超えていたことが判明したため、

東京航空局は、平成３０年１２月４日付けで同クラブに対し厳重注意を行い、
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法令違反及び不十分な安全措置に至った背景や原因、類似事例の有無の調査、

再発防止策の検討を指示した。 

また、国土交通省航空局は、平成３０年における超軽量動力機等の事故の発

生状況及びこれらにおいて航空法上必要とされる許可を取得せずに飛行して

いたケースが多く含まれていたことから、同年１２月、ホームページに掲載し

ている超軽量動力機等の運航者、場外離着陸場の管理者等の関係者向けのリー

フレット等の内容を見直して航空法上必要な許可の取得及び許可条件の遵守

を求めるとともに、一般財団法人日本航空協会を通じて傘下の超軽量動力機等

の関係団体・関係者等に対して、当該リーフレット等を活用するなどして、超

軽量動力機等の安全確保及び安全意識向上のための指導・周知徹底を図ること

を求めた。 

 

３ 分析 

3.1 気象の関与 なし 

3.2 操縦者の関与 あり 

3.3 機材の関与 なし 

3.4 判明した事項

の解析 

(1) 同機は、２回目の進入の際、接地点が伸びないように、１回目より手前の低

い位置(i)から低速で急旋回しながら大きな降下率で進入したとき、右主翼が

地上高約２０ｍ（標高約５２ｍ）の樹木に接触して雑木林に墜落、大破したも

のと考えられる。 

右主翼が樹木に接触したことについては、操縦者が樹木の頂部を視認できず

目測を誤って進入したことによるものと考えられる。 

(2) 操縦者は、２回目の進入の際、エンジン出力を増加することなく大きなバン

ク角をとって急旋回しながら降下することにより滑走路への着陸進入を試み

たものと推定される。このような操縦は急激な高度の低下をもたらすととも

に、操縦者による周囲の状況把握に困難をきたすものである。着陸進入におい

ては十分な高度を維持して滑走路に正対し、周囲の状況を把握しつつ安定した

姿勢で進入降下を行うことが安全な着陸のため重要である。 

 

４ 原因 

本事故は、操縦者が進入経路上の樹木の頂部を視認できず目測を誤ったため、進入中に右主翼が樹

木に接触して雑木林に墜落、大破したものと考えられる。 

操縦者が進入経路上の樹木の頂部を視認できず目測を誤ったのは、急旋回しながら降下することに

より進入を試みたことが関与したものと考えられる。 

 


